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独立行政法人自動車事故対策機構 第二期中期目標

自動車事故による惨禍は、被害者やその家族に深刻な被害をもたらすものであり、依然

として大きな社会問題となっているため、これらの惨禍について一層対策を講じていく必

要がある。

自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障制度は 自動車損害賠償責任保険 自、 （

動車損害賠償責任共済を含む 、政府の自動車損害賠償保障事業、及び自動車事故対策。）

計画に基づく事業（以下「自動車事故対策事業」という ）の３つを柱としており、自動。

車事故防止と車社会のセーフティーネットとしての同制度の役割はますます大きく、国民

生活の安定に不可欠のものとなっている。

独立行政法人自動車事故対策機構（以下「機構」という ）は、自動車事故の発生の防。

止と被害者保護の増進を目的として、この自動車事故対策事業のうち、民間にゆだねた場

合には必ずしも実施されないおそれがある自動車事故の被害者に対する身体的又は財産的

被害の回復に資する支援、自動車の運行の安全の確保に関する事項を処理する者に対する

指導等を行うものである。

その業務運営に当たっては、本中期目標に従い、業務の質の確保を図りつつ効率性・自

律性を高めるものとし、機構の中期計画においては、一層質が高く効率的な運営を図るた

め、機構が担う任務・役割との関係を踏まえ、国の政策の重点化に併せた業務の重点化や

効率化の方針を明確に示すものとする。

１．中期目標の期間

中期目標期間は、平成１９年４月１日から平成２４年３月３１日までの５年間とす

る。

業務運営の効率化に関する事項２．

（１）組織運営の効率化

、 。主管支所及び支所ごとの業務実態を把握した上で 業務の集約化・効率化を図る

（２）人材の活用

業務に必要な職員を確保するとともに、職員の能力開発を促進し、組織の一層の活

性化を図る。

（３）業務の運営の効率化

指導講習業務・適性診断業務①

ＩＴ化等を通じた業務の効率化による経費の削減と受講者・受診者数の拡大等を
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図るとともに、義務講習・義務診断の受益者による実費の全額負担を目指しつつ、

今中期目標期間における自己収入比率 については、最後の事業年度において５（注１）

０％以上とする。

（注）自己収入比率＝自己収入（手数料収入等）／総収入（＝総経費）

②療護施設の設置・運営

ア 質の高い治療・看護を適正なコストで実施するため、医療に対する外部評価を

行い、その内容を国民にわかりやすい形で情報提供する。

イ 自己収入の増加の観点から、療護施設が保有する高度先進医療機器を有効活用

し、外部検査を積極的に受け入れる。

③交通遺児等への生活資金の貸付

ア 業務運営等の見直しにより、債権回収率９０％以上を確保しつつ、更なるコス

ト削減を図る。

イ 貸付資産等のリスク管理及び引当金の開示について、適切に実施する。

④業務全般

ア 業務運営の効率化を図ることにより、一般管理費（人件費、公租公課等の所要

額計上を必要とする経費及び特殊要因により増減する経費を除く ）について、。

中期目標期間の最後の事業年度において、平成１８年度比で１５％程度に相当す

る額を削減するとともに、業務経費（人件費、公租公課等の所要額計上を必要と

する経費及び特殊要因により増減する経費を除く ）について、中期目標期間の。

、 。最後の事業年度において 平成１８年度比で１０％程度に相当する額を削減する

イ 業務の実施に当たり随意契約により委託等を行っている場合には、国における

見直しの取組（ 公共調達の適正化について （平成１８年８月２５日付け財計「 」

第２０１７号。財務大臣から各省各庁の長あて ）等を踏まえ、一般競争入札。）

の推進や契約の見直し等を通じた業務運営の一層の効率化を図る。

、 、 、ウ 資産の有効活用のため 機構の保有する施設について 効率的な活用を促進し

自己収入の増加を図る観点から、見直しを行う。

３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

（１）指導講習業務・適性診断業務

① 受講者・受診者・事業者のニーズに適切に対応した講習及び診断を実施するとと

もに、より事故防止に効果的なものとするため、講習内容及び診断内容の充実・改

善を図る。

② 職員の資質の向上を図るとともに、自動車の運行管理を適切に実施する安全確保

体制の強化に資するため、運送事業者の安全マネジメント等の支援を実施する。
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③ 以上により、事業者の安全対策の充実・改善を促進し、事故防止効果を高める。

（２）指導講習・適性診断の実施機関になろうとする民間団体等への支援

新たに指導講習・適性診断の実施機関になろうとする民間団体等について積極的に

認定取得を支援する。

（３）療護施設の設置・運営

① 療護施設においては、遷延性意識障害者に対し、質の高い治療・看護を実施する

とともに、医学的観点から公平な治療機会の確保を図りつつ、必要な措置をハード

・ソフト両面において実施し、治療効果を高める。

② 療護施設で得られた知見・成果を他の医療機関等において最大限活用する観点か

ら、専門的診療・看護体制と高度先進医療機器を活用した治療・看護技術の開発・

普及を図るため、研究成果の公表や部外医師･看護師等に対する研修を実施する。

③ 地理的要因等を勘案して一般病院に療護施設機能の一部について委託を行い、遷

延性意識障害者の治療・看護の機会を拡充する。

（４）介護料の支給

重度後遺障害者に対して被害等の状況に応じた介護料の支給を実施するとともに、

介護に関する指導助言等により、重度後遺障害者及びその家族に対する支援を強化す

る。

（５）交通遺児等への生活資金の貸付

被害者や交通遺児等に対して必要な生活資金の貸付けを行うとともに、精神的支援

を効果的に実施する。

（６）自動車事故による被害者への情報提供の充実

自動車事故による被害者等の相談窓口の機能を充実するとともに、提供できる情報

の内容を拡充する。

（７）自動車アセスメント情報提供業務

① 車両の安全性能に関する公正でわかりやすい情報提供をより効果的に行うことに

より、自動車メーカーの安全な車の開発意識を高める。

② 質の高いアセスメント試験を行うとともに、アセスメントをより効果的なものと

するため、実事故との相関を分析し、車両の安全性能に関する試験内容や評価方法

の改善を図る。

③ 海外のアセスメント関係機関との情報交換等により試験開発能力の向上を図る。

④ 外部評価を行い、その内容を国民にわかりやすい形で情報提供する。

（８）自動車事故対策に関する広報活動

機構の全国組織を活用し、関係機関との連携の下、自動車損害賠償保障制度と機構

業務について効果的に広報活動を行う。
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４．財務内容の改善に関する事項

中期目標期間における予算、収支計画及び資金計画について、各事業における自己収

入比率等の目標を考慮した上で適正に計画し、健全な財務体質の維持を図る。

５．その他業務運営に関する重要事項

（１）施設及び設備に関する事項

業務の確実な遂行のため、施設・設備の計画的な整備・更新を進めるとともに、適

切な維持管理を行う。

（２）人事に関する事項

人件費（退職手当等を除く ）については、簡素で効率的な政府を実現するための。

行政改革の推進に関する法律（平成１８年法律第４７号）等に基づき、平成２２年度

末までに平成１７年度における額の５％以上を基本とする削減を着実に実施するとと

もに、役職員の給与に関し国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しを進める。

さらに 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６ （平成１８年７月、 」

７日閣議決定）に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平成２３年度ま

で継続する。


